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２ 主要業種（製造業に限る）別の状況【平成19年度届出排出量上位５業種】 

(1) 輸送用機械器具製造業（排出量第１位） 

ア 排出量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は67事業所であ

り、排出量別の事業所数は図１-１のとおりでした。排出量上位５事業所で、当該業種の排出

量全体の67％を占めていました。 
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図１-１ 排出量別事業所数 

 

 

イ 当該業種が占める割合 

輸送用機械器具製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の53.0％を、管理

目標（排出量削減目標）の56.7％を占めていました（図１-２、３）。 

 

その他の
業種

43.3％
(135ﾄﾝ)

輸送用機械
器具製造業

56.7％
(177ﾄﾝ)

輸送用機械
器具製造業

53.0％
(3,196ﾄﾝ)

その他の
業種

47.0％
(2,830ﾄﾝ)

 

 

 

 

 

 

 

図１-２ 排出量             図１-３ 排出量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（排出量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（排出量削減目標）7.4トンに対し、排出量が316トン減少し、目標

を達成しました。 

平成20年度の管理目標（排出量削減目標）は177トンで、平成19年度排出量3,196トンの

5.5％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の物質別の排出量は、図１-４のとおりでした。排出量上位３物質で、当該業

種の排出量全体の98％を占めていました。 
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  図１-４ 物質別排出量  

 

 

(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表１-１のとおりでし

た。排出量削減目標が大きいキシレン、トルエン及び1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝで目標を達成しま

したが、エチルベンゼンでは目標を達成しませんでした。 

 

   表１-１ 平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標

物質名 H

　①　キシレン 3.7

　②　トルエン 2.9

　③　エチルベンゼン 0.5

　④　1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1

　●　その他の物質 0.0

）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 187  トン／年 達　成

  トン／年 101  トン／年 達　成

8 トン／年 -2.7トン／年 非達成

5 トン／年 5.4トン／年 達　成

46トン／年 25  トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図１-５のとおりです。

削減目標上位３物質で、当該業種の削減目標全体の99％以上を占めています。 
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     図１-５ 物質別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の用途別の排出量は、図１-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の排出量全体の97％を占めていました。 
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図１-６ 用途別排出量 
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(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表１-２のとおりでし

た。排出量削減目標が大きい「溶剤、塗料など」及び「めっき、表面処理など」で、目標を

達成しました。 

 

   表１-２ 平成19年度用途別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（排出

用途名

　①　溶剤、塗料など

　②　めっき、表面処理など

　●　その他

 

 

 

 

量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》

H19削減目標 H19削減実績 達成状況

7.4   トン／年 291   トン／年 達　成

0.0014トン／年 0.90トン／年 達　成

0     トン／年 24   トン／年 達　成

 

(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図１-７のとおりです。

「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の99％以上を占めています。 
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     図１-７ 用途別管理目標（排出量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（排出量削減目標）は、図１-８のとおりです。「公害

防止装置の設置・改善」による削減が、当該業種の削減目標全体の97％を占めています。 
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 図１-８ 取組内容別管理目標（排出量削減目標） 
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(2) ゴム製品製造業（排出量第２位） 

ア 排出量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は６事業所で、

排出量別の事業所数は図２-１のとおりでした。排出量上位1事業所で、当該業種の排出量全

体の86％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

0 0 0

3

0 0 0

1

0

1

2

3

4

5

1t
未

満

1t
以

上

2t
以

上

5t
以

上

10
t以

上

20
t以

上

50
t以

上

10
0t

以
上

20
0t

以
上

40
0t

以
上

事業所数

排出量

図２-１ 排出量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

ゴム製品製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の11.5％を、管理目標

（排出量削減目標）の27.8％を占めていました（図２-２、３）。 

  

その他
の業種
72.2％
(225ﾄﾝ)

ゴム製品
製造業
27.8％
(87ﾄﾝ)

その他の業種
88.5％

(5,334ﾄﾝ)

ゴム製品
製造業
11.5％
(692ﾄﾝ)

 

 

 

 

 

 

 

図２-２ 排出量             図２-３ 排出量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（排出量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（排出量削減目標）104トンに対し、排出量が26トン減少しましたが、

目標を達成しませんでした。 

平成20年度の管理目標（排出量削減目標）は87トンで、平成19年度排出量692トンの12.5％

に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の物質別の排出量は、図２-４のとおりでした。排出量の最も多いトルエンで、

当該業種の排出量全体の91％を占めていました。 
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  図２-４ 物質別排出量  

 

 

(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表２-１のとおりでし

た。排出量削減目標が大きいトルエン、トリクロロエチレン、キシレン及びエチルベンゼン

で目標を達成しませんでした。 

 

   表２-１ 平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 
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平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標

物質名 H

　①　トルエン 100 

　②　トリクロロエチレン 3.

　③　キシレン 0.

　④　エチルベンゼン 0.

　●　その他の物質 0 

 

 

 

 

 

 

）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 10    トン／年 非達成

3 トン／年 2.4  トン／年 非達成

40トン／年 -0.30 トン／年 非達成

11トン／年 0.014トン／年 非達成

  トン／年 14    トン／年 達　成

 

 

 

 

 

 

 

 



(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図２-５のとおりです。

削減目標の最も大きいトルエンで、当該業種の削減目標全体の92％を占めています。 
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     図２-５ 物質別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の用途別の排出量は、図２-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の排出量全体の94％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

16

23

652

0 100 200 300 400 500 600 700

燃料など

洗浄、界面活性剤など

高分子、ゴム、プラスチックなど

溶剤・塗料など

(ﾄﾝ/年)
 

図２-６ 用途別排出量 
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(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表２-２のとおりでし

た。「洗浄、界面活性剤など」で目標を達成しましたが、「溶剤、塗料など」及び「高分子、

ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど」では目標を達成しませんでした。 

 

   表２-２ 平成19年度用途別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（排出量削減

用途名 H

　①　溶剤、塗料など 100 

　②　洗浄、界面活性剤など 3.

　③　高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど 0.

　●　その他 0

 

 

 

 

目標）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 9.9 トン／年 非達成

3 トン／年 19   トン／年 達　成

51トン／年 -0.89トン／年 非達成

   トン／年 -1.7 トン／年 非達成
 

 

(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図２-７のとおりです。

「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の98％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.90

1.0

85

0 20 40 60 80 1

洗浄、界面活性剤など

高分子、ゴム、プラスチックなど

溶剤・塗料など

00

(ﾄﾝ/年)
 

     図２-７ 用途別管理目標（排出量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（排出量削減目標）は、図２-８のとおりです。「公害

防止装置の設置・改善」による削減が、当該業種の削減目標全体の5.5％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

0.11

0.90

4.8

0 20 40 60 80 10

その他

管理体制の強化

低毒性の化学物質への代替え

公害防止装置の設置・改善

0

(ﾄﾝ/年)
 

 図２-８ 取組内容別管理目標（排出量削減目標） 
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(3) 化学工業（排出量第３位） 

ア 排出量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は90事業所で、

排出量別の事業所数は図３-１のとおりでした。排出量上位５事業所で、当該業種の排出量全

体の76％を占めていました。 
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図３-１ 排出量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

化学工業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の7.3％を、管理目標（排出量削

減目標）の1.4％を占めていました（図３-２、３）。 
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図３-２ 排出量             図３-３ 排出量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（排出量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（排出量削減目標）17トンに対し、排出量が99トン減少し、目標を

達成しました。 

平成20年度の管理目標（排出量削減目標）は4.3トンで、平成19年度排出量441トンの

0.97％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の物質別の排出量は、図３-４のとおりでした。排出量上位４物質で、当該業

種の排出量全体の85％を占めていました。 
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  図３-４ 物質別排出量  

 

 

(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表３-１のとおりでし

た。排出量削減目標が大きい塩化メチレン、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンで目標

を達成しました。 

 

   表３-１ 平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 
平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標

物質名 H19

　①　塩化メチレン 13   

　②　トルエン 2.3

　③　キシレン 1.1

　④　エチルベンゼン 0.9

　●　その他の物質 0.2

 

 

 

 

 

）の達成状況《排出量削減目標順》

削減目標 H19削減実績 達成状況

トン／年 66  トン／年 達　成

 トン／年 16  トン／年 達　成

 トン／年 13  トン／年 達　成

0トン／年 1.8トン／年 達　成

0トン／年 2.4トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図３-５のとおりです。

削減目標の上位２物質で、当該業種の削減目標全体の84％を占めています。 
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     図３-５ 物質別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の用途別の排出量は、図３-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の排出量全体の59％を占めていました。 
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図３-６ 用途別排出量 
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(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表３-２のとおりでし

た。排出量削減目標が大きい「溶剤、塗料など」、「洗浄、界面活性剤など」及び「高分子、

ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど」で目標を達成しました。 

 

   表３-２ 平成19年度用途別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 
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平成19年度用途別管理目標（排出量削減

用途名 H

　①　溶剤、塗料など 15

　②　洗浄、界面活性剤など 2.

　③　高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど 0.

　●　その他 0

 

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

   トン／年 75  トン／年 達　成

3 トン／年 40  トン／年 達　成

22トン／年 2.5トン／年 達　成

   トン／年 -18  トン／年 非達成

 

(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図３-７のとおりです。

「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の89％を占めています。 
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(ﾄﾝ/年)

     図３-７ 用途別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（排出量削減目標）は、図３-８のとおりです。「公害

防止装置の設置・改善」及び「低毒性の化学物質への代替え」による削減が、それぞれ当該

業種の削減目標全体の46％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.042

0.071

0.21

2.0

2.0

0 1 2

管理体制の強化

設備改善を含む使用工程の効率化

使用量及び使用計画の見直し

低毒性の化学物質への代替え

公害防止装置の設置・改善

3

(ﾄﾝ/年)
 

 図３-８ 取組内容別管理目標（排出量削減目標） 
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(4) 一般機械器具製造業（排出量第４位） 

ア 排出量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は31事業所で、

排出量別の事業所数は図４-１のとおりでした。排出量上位４事業所で、当該業種の排出量全

体の72％を占めていました。 
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図４-１ 排出量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

一般機械器具製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の6.8％を、管理目標

（排出量削減目標）の2.3％を占めていました（図４-２、３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の業種
93.2％

(5,616ﾄﾝ)

一般機械器具
製造業
6.8％
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その他の業種
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一般機械器具
製造業
2.3％
(7ﾄﾝ)

図４-２ 排出量             図４-３ 排出量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（排出量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（排出量削減目標）0.66トンに対し、排出量が94トン減少し、目標

を達成しました。 

平成20年度の管理目標（排出量削減目標）は7.2トンで、平成19年度排出量410トンの1.8％

に当たります。 

 

 

 



エ 物質別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の物質別の排出量は、図４-４のとおりでした。排出量上位２物質で、当該業

種の排出量全体の86％を占めていました。 
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  図４-４ 物質別排出量  

 

 

(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表４-１のとおりでし

た。排出量削減目標が大きいトルエン及びエチルベンゼンで目標を達成しましたが、キシレ

ンでは目標を達成しませんでした。 

 

   表４-１ 平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 

 

 

 

 

平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標

物質名 H

　①　トルエン 0.3

　②　キシレン 0.2

　③　エチルベンゼン 0.0

　●　その他の物質 0  
 

）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

2 トン／年 36  トン／年 達成

6 トン／年 -5.5トン／年 非達成

80トン／年 6.5トン／年 達成

  トン／年 57  トン／年 達成
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(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図４-５のとおりです。

削減目標の上位２物質で、当該業種の削減目標全体の93％を占めています。 
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     図４-５ 物質別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の用途別の排出量は、図４-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の排出量全体の89％を占めていました。 
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図４-６ 用途別排出量 
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(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表４-２のとおりでし

た。排出量削減目標が大きい「溶剤、塗料など」で目標を達成しました。 

 

   表４-２ 平成19年度用途別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 
平成19年度用途別管理目標（排出量削減

用途名 H

　①　溶剤、塗料など 0.

　●　その他 0

 

 

 

目標）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

66トン／年 81トン／年 達成

   トン／年 13トン／年 達成

 

 

(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図４-７のとおりです。

「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の100％を占めています。 
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     図４-７ 用途別管理目標（排出量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（排出量削減目標）は、図４-８のとおりです。「使用

量及び使用計画の見直し」による削減が、当該業種の削減目標全体の91％を占めています。 
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 図４-８ 取組内容別管理目標（排出量削減目標） 
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 (5) 金属製品製造業（排出量第５位） 

ア 排出量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は48事業所で、

排出量別の事業所数は図５-１のとおりでした。排出量上位７業所で、当該業種の排出量全体

の66%占めていました。 
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図５-１ 排出量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

金属製品製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の5.5％を、管理目標（排

出量削減目標）の4.1％を占めていました（図５-２、３）。 
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図５-２ 排出量             図５-３ 排出量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（排出量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（排出量削減目標）3.8トンに対し、排出量が39トン減少し、目標を

達成しました。 

平成20年度の管理目標（排出量削減目標）は13トンで、平成19年度排出量333トンの3.8％

に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の物質別の排出量は、図５-４のとおりでした。排出量上位４物質で、当該業

種の排出量全体の90％を占めていました。 
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  図５-４ 物質別排出量  

 

 

(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表５-１のとおりでし

た。トルエン及びエチルベンゼンで目標を達成しましたが、排出量削減目標が最も大きいト

リクロロエチレンやキシレンでは目標を達成しませんでした。 

 

   表５-１ 平成19年度物質別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 
平成19年度物質別管理目標（排出量削減

物質名 H

　①　トリクロロエチレン 3.0

　②　キシレン 0.4

　③　トルエン 0.1

　④　エチルベンゼン 0.1

　●　その他 0.0

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《排出量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 -2.4 トン／年 非達成

1 トン／年 -3.6 トン／年 非達成

3 トン／年 12   トン／年 達　成

3 トン／年 0.14トン／年 達　成

84トン／年 33   トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図５-５のとおりです。

削減目標の最も大きいキシレンで、当該業種の削減目標全体の87％を占めています。 
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     図５-５ 物質別管理目標（排出量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 排出量の状況 

平成19年度の用途別の排出量は、図５-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」及び「洗

浄、界面活性剤など」で、当該業種の排出量全体の98％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

0.015

1.4

4.5

85

241

0 50 100 150 200 250

その他

はんだ、合金、ガラスなど

燃料など

めっき、表面処理など

洗浄、界面活性剤など

溶剤・塗料など

(ﾄﾝ/年)
 

図５-６ 用途別排出量 
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(ｲ) 管理目標（排出量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の達成状況は、表５-２のとおりでし

た。排出量削減目標が最も大きい「洗浄、界面活性剤など」で目標を達成しましたが、「溶

剤、塗料など」では目標を達成しませんでした。 

 

   表５-２ 平成19年度用途別管理目標（排出量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（排出

用途名

　①　洗浄、界面活性剤など

　②　溶剤、塗料など

　●　その他

 

 

 

 

量削減目標）の達成状況《排出量削減目標順》

H19削減目標 H19削減実績 達成状況

3.1 トン／年 26トン／年 達　成

0.66トン／年 -10トン／年 非達成

0   トン／年 23トン／年 達　成

  

(ｳ) 管理目標（排出量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（排出量削減目標）の設定状況は、図５-７のとおりです。

「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の100％を占めています。 
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     図５-７ 用途別管理目標（排出量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（排出量削減目標）は、図５-８のとおりです。「設備

改善を含む使用工程の効率化」による削減が、当該業種の削減目標全体の99％以上を占めて

います。 
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 図５-８ 取組内容別管理目標（排出量削減目標） 
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３ 主要業種（製造業に限る）別の状況【平成19年度届出使用量上位５業種】 

(1) 化学工業（使用量第１位） 

ア 使用量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は90事業所で、

使用量別の事業所数は図６-１のとおりでした。使用量上位４事業所で、当該業種の使用量全

体の61％を占めていました。 
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図６-１ 使用量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

化学工業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の30.1％を、管理目標（使用量

削減目標）の50.3％を占めていました（図６-２、３）。 
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図６-２ 使用量             図６-３ 使用量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（使用量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（使用量削減目標）1,099トンに対し、使用量が1,759トン増加し、

目標を達成しませんでした。 

平成20年度の管理目標（使用量削減目標）は612トンで、平成19年度使用量83,262トンの

0.74％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の物質別の使用量は、図６-４のとおりでした。使用量上位６物質で、当該業

種の使用量全体の51％を占めていました。その他の物質の使用が非常に多く、多くの種類の

化学物質を使用していました。 
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  図６-４ 物質別使用量  

 

 

(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表６-１のとおりでし

た。トルエンで目標を達成しましたが、使用量削減目標が最も大きいエチレンオキシドや有

機スズ化合物、ＨＣＦＣ-225では目標を達成しませんでした。 

 

   表６-１ 平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 
平成19年度物質別管理目標（使用量削減

物質名 H19

　①　エチレンオキシド 43

　②　トルエン 15

　③　有機スズ化合物 15

　④　ＨＣＦＣ-225 9

　●　その他 27

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《使用量削減目標順》

削減目標 H19削減実績 達成状況

0トン／年 0.73トン／年 非達成

2トン／年 377   トン／年 達　成

0トン／年 -53   トン／年 非達成

3トン／年 32   トン／年 非達成

4トン／年 -2116   トン／年 非達成
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(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図６-５のとおりです。

削減目標上位９物質で、当該業種の削減目標全体の83％を占めています。 
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     図６-５ 物質別管理目標（使用量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の用途別の使用量は、図６-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の使用量全体の36％を占めていました。 
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図６-６ 用途別使用量 
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(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表６-２のとおりでし

た。使用量削減目標が最も大きい「溶剤、塗料など」や「めっき、表面処理など」で目標を

達成しましたが、「洗浄、界面活性剤など」及び「高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど」では目標を

達成しませんでした。 

 

   表６-２ 平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（使用量削減

用途名 H

　①　溶剤、塗料など 22

　②　洗浄、界面活性剤など 15

　③　高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど 6

　④　めっき、表面処理など 1

　●　その他 66

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

1  トン／年 4799トン／年 達　成

0  トン／年 -255トン／年 非達成

3  トン／年 -3183トン／年 非達成

.1トン／年 149トン／年 達　成

4  トン／年 -3269トン／年 非達成

 

(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図６-７のとおりです。

削減目標が最も大きい「溶剤、塗料など」が、当該業種の削減目標全体の21％を占めていま

す。その他の取組で使用量削減を目標に掲げている事業所も多数あります。 
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     図６-７ 用途別管理目標（使用量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（使用量削減目標）は、図６-８のとおりです。「使用

量及び使用計画の見直し」による削減が、当該業種の削減目標全体の21％を占めています。 
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 図６-８ 取組内容別管理目標（使用量削減目標） 
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(2) 輸送用機械器具製造業（使用量第２位） 

ア 使用量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は67事業所で、

使用量別の事業所数は図７-１のとおりでした。使用量上位５事業所で、当該業種の使用量全

体の71％を占めていました。 
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図７-１ 使用量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

輸送用機械器具製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の4.7％を、管理目

標（使用量削減目標）では全体の2.9％を占めていました（図７-２、３）。 
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図７-２ 使用量             図７-３ 使用量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（使用量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（使用量削減目標）89トンに対し、使用量が1,265トン減少し、目標

を達成しました。 

平成20年度の管理目標（使用量削減目標）は35トンで、平成19年度使用量13,004トンの

0.27％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の物質別の使用量は、図７-４のとおりでした。使用量上位６物質で、当該業

種の使用量全体の87％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

747

166

262

267

270

1,022

1,258

1,438

2,244

2,387

2,943

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

その他の物質

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ型ｴﾎﾟｷｼ樹脂（液状のものに限る）

ニッケル化合物

鉛及びその化合物

ニッケル

m-トリレンジイソシアナート

エチルベンゼン

マンガン及びその化合物

トルエン

キシレン

エチレングリコール

(ﾄﾝ/年)
 

  図７-４ 物質別使用量  

 

 

(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表７-１のとおりでし

た。使用量削減目標が最も大きいキシレンやトルエン、エチルベンゼンで目標を達成しまし

たが、ニッケル化合物では目標を達成しませんでした。 

 

   表７-１ 平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標

物質名 H

　①　キシレン 30

　②　トルエン 27

　③　ニッケル化合物 6

　④　エチルベンゼン 6

　●　その他の物質 20

）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 281トン／年 達　成

  トン／年 371トン／年 達　成

.4トン／年 -18トン／年 非達成

.0トン／年 10トン／年 達　成

  トン／年 621トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図７-５のとおりです。

削減目標上位５物質で、当該業種の削減目標全体の80％を占めています。 
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     図７-５ 物質別管理目標（使用量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の用途別の使用量は、図７-６のとおりでした。「溶剤、塗料など」が、当該

業種の使用量全体の46％を占めていました。 
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図７-６ 用途別使用量 
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(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表７-２のとおりでし

た。「溶剤、塗料など」、「めっき、表面処理など」、「洗浄、界面活性剤など」及び「は

んだ、合金、ｶﾞﾗｽなど」で目標を達成しました。 

 

   表７-２ 平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の

用途名 H

　①　溶剤、塗料など 6

　②　めっき、表面処理など 1

　③　洗浄、界面活性剤など 4

　④　はんだ、合金、ｶﾞﾗｽなど 3

　●　その他 6

達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

1  トン／年 671トン／年 達　成

4  トン／年 82トン／年 達　成

.7トン／年 38トン／年 達　成

.6トン／年 256トン／年 達　成

.1トン／年 218トン／年 達　成

 

(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図７-７のとおりです。

削減目標が最も大きい「めっき、表面処理など」が、当該業種の削減目標全体の37％を占め

ています。 
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     図７-７ 用途別管理目標（使用量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（使用量削減目標）は、図７-８のとおりです。「使用

量及び使用計画の見直し」による削減が、当該業種の削減目標全体の68％を占めています。 
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 図７-８ 取組内容別管理目標（使用量削減目標） 
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 (3) 電気機械器具製造業（使用量第３位） 

ア 使用量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は44事業所で、

使用量別の事業所数は図８-１のとおりでした。使用量上位２事業所で、当該業種の使用量全

体の85％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

6

9

2 3 2
0 0 1 1 0

0

5

10

15

20

25

10
t未

満

10
t以

上

20
t以

上

50
t以

上

10
0t

以
上

20
0t

以
上

50
0t

以
上

10
00

t以
上

20
00

t以
上

40
00

t以
上

80
00

t以
上

事業所数

使用量

図８-１ 使用量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

電気機械器具製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の3.8％を占め、管理

目標（使用量削減目標）の1.2％を占めていました（図８-２、３）。 
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図８-２ 使用量             図８-３ 使用量削減目標 
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ウ 当該業種の管理目標（使用量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（使用量削減目標）65トンに対し、使用量が1,023トン増加し、目標

を達成しませんでした。 

平成20年度の管理目標（使用量削減目標）は15トンで、平成19年度使用量10,500トンの

0.14％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の物質別の使用量は、図８-４のとおりでした。使用量上位４物質で、当該業

種の使用量全体の83％を占めていました。 
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  図８-４ 物質別使用量  

 

 

(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表８-１のとおりでし

た。使用量削減目標が最も大きい鉛及びその化合物やトルエンで目標を達成しましたが、塩

化メチレン及びホルムアルデヒドでは目標を達成しませんでした。 

 

   表８-１ 平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標

物質名 H

　①　鉛及びその化合物 35

　②　塩化メチレン 8

　③　ホルムアルデヒド 5

　④　トルエン 2

　●　その他の物質 13

）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 422    トン／年 達　成

.5トン／年 -0.014トン／年 非達成

.1トン／年 3.3  トン／年 非達成

.8トン／年 8.7  トン／年 達　成

  トン／年 -1457    トン／年 非達成
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(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図８-５のとおりです。

削減目標の最も大きい塩化メチレンで、当該業種の削減目標全体の60％を占めています。 
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     図８-５ 物質別管理目標（使用量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の用途別の使用量は、図８-６のとおりでした。「はんだ、合金、ｶﾞﾗｽなど」

が、当該業種の使用量全体の63％を占めていました。 
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図８-６ 用途別使用量 
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(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表８-２のとおりでし

た。「めっき、表面処理など」で目標を達成しましたが、使用量削減目標が最も大きい「は

んだ、合金、ｶﾞﾗｽなど」や「洗浄、界面活性剤など」、「溶剤、塗料など」では目標を達成

しませんでした。 

 

   表８-２ 平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の

用途名 H

　①　はんだ、合金、ｶﾞﾗｽなど 1

　②　洗浄、界面活性剤など 1

　③　溶剤、塗料など 5

　④　めっき、表面処理など 3

　●　その他 3

達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

2  トン／年 -1480  トン／年 非達成

1  トン／年 -34  トン／年 非達成

.3トン／年 -5.1トン／年 非達成

.0トン／年 82  トン／年 達　成

3  トン／年 414  トン／年 達　成

 

(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図８-７のとおりです。

削減目標が最も大きい「洗浄、界面活性剤など」が、当該業種の削減目標全体の74％を占め

ています。 
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     図８-７ 用途別管理目標（使用量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（使用量削減目標）は、図８-８のとおりです。「低毒

性の化学物質への代替え」による削減が、当該業種の削減目標全体の59％を占めています。 
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 図８-８ 取組内容別管理目標（使用量削減目標） 
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(4) プラスチック製品製造業（使用量第４位） 

ア 使用量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は30事業所で、

使用量別の事業所数は図９-１のとおりでした。使用量上位５事業所で、当該業種の使用量全

体の84％を占めていました。 
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図９-１ 使用量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

プラスチック製品製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の3.6％を、管理

目標（使用量削減目標）の1.7％を占めていました（図９-２、３）。 

 

その他の業種
98.3％

(1,196ﾄﾝ)

プラスチック
製品製造業

1.7％
(21ﾄﾝ)

その他の業種
96.4％

(266,947ﾄﾝ)

プラスチック
製品製造業

3.6％
(9,864ﾄﾝ)

 

 

 

 

 

 

 

図９-２ 使用量             図９-３ 使用量削減目標 

（平成19年度）               （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（使用量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（使用量削減目標）23トンに対し、使用量が60トン減少し、目標を

達成しました。 

平成20年度の管理目標（使用量削減目標）は21トンで、平成19年度使用量9,864トンの

0.21％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の物質別の使用量は、図９-４のとおりでした。使用量上位４物質で、当該業

種の使用量全体の88％を占めていました。 
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  図９-４ 物質別使用量  

 

 

(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表９-１のとおりでし

た。塩化メチレン、トルエン、アンチモン及びその化合物は目標を達成しましたが、使用量

削減目標が最も大きい鉛及びその化合物では目標を達成しませんでした。 

 

   表９-１ 平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 

 

 

 

 

 

平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標

物質名 H

　①　鉛及びその化合物 13 

　②　塩化メチレン 6.

　③　トルエン 3.

　④　ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.

　●　その他の物質 0 

）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

  トン／年 -442  トン／年 非達成

6 トン／年 12  トン／年 達　成

7 トン／年 9.2トン／年 達　成

19トン／年 81  トン／年 達　成

  トン／年 400  トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図９-５のとおりです。

削減目標が最も大きい鉛及びその化合物で、当該業種の削減目標全体の91％を占めています。 
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     図９-５ 物質別管理目標（使用量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の用途別の使用量は、図９-６のとおりでした。「高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸな

ど」が、当該業種の使用量全体の75％を占めていました。 
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(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表９-２のとおりでし

た。「溶剤、塗料など」で目標を達成しましたが、使用量削減目標が最も大きい「高分子、

ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど」では目標を達成しませんでした。 

 

   表９-２ 平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（使用量削減

用途名 H

　①　高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど 19

　②　溶剤、塗料など 3.

　●　その他 0.

 

 

 

 

目標）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

   トン／年 -88トン／年 非達成

8 トン／年 21トン／年 達　成

53トン／年 127トン／年 達　成

 

(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図９-７のとおりです。

削減目標が最も大きい「高分子、ｺﾞﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど」が、当該業種の削減目標全体の91％を

占めています。 
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     図９-７ 用途別管理目標（使用量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（使用量削減目標）は、図９-８のとおりです。「低毒

性の化学物質への代替え」による削減が、当該業種の削減目標全体の91％を占めています。 
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 図９-８ 取組内容別管理目標（使用量削減目標） 
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 (5) 金属製品製造業（使用量第５位） 

ア 使用量別 

平成20年度の条例（化管法の届出対象外の事業所を除く。）の報告事業所は48事業所で、

使用量別の事業所数は図10-１のとおりでした。使用量上位３事業所で、当該業種の使用量全

体の80％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9 8

4
2 1 1 1 1 0 0

0

5

10

15

20

25

10
t未

満

10
t以

上

20
t以

上

50
t以

上

10
0t

以
上

20
0t

以
上

50
0t

以
上

10
00

t以
上

20
00

t以
上

40
00

t以
上

80
00

t以
上

事業所数

使用量

図10-１ 使用量別事業所数 

 

イ 当該業種が占める割合 

電気機械器具製造業は、条例に基づく報告を行った全事業所の排出量の2.3％を、管理目標

（使用量削減目標）の1.4％を占めていました（図10-２、３）。 
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図10-２ 使用量             図10-３ 使用量削減目標 

（平成19年度）                （平成20年度） 

 

ウ 当該業種の管理目標（使用量削減目標）の達成状況及び設定状況 

平成19年度の管理目標（使用量削減目標）41トンに対し、使用量が1,614トン減少し、目標

を達成しました。 

平成20年度の管理目標（使用量削減目標）は17トンで、平成19年度使用量6,400トンの

0.27％に当たります。 
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エ 物質別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の物質別の使用量は、図10-４のとおりでした。使用量上位３物質で、当該業

種の使用量全体の82％を占めていました。 
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  図10-４ 物質別使用量  

 

 

(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表10-１のとおりでし

た。トルエン、塩化メチレン及びキシレンで目標を達成しましたが、使用量削減目標が最も

大きい亜鉛の水溶性化合物では目標を達成しませんでした。 

 

   表10-１ 平成19年度物質別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 
平成19年度物質別管理目標（使用量削減

物質名 H

　①　亜鉛の水溶性化合物 1

　②　トルエン 5

　③　塩化メチレン 5

　④　キシレン 3

　●　その他の物質 8

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

8  トン／年 -19  トン／年 非達成

.3トン／年 13  トン／年 達　成

.1トン／年 69  トン／年 達　成

.9トン／年 3.9トン／年 達　成

.9トン／年 1547  トン／年 達　成
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(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の物質別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図10-５のとおりです。

削減目標の最も大きいトリクロロエチレンで、当該業種の削減目標全体の32％を占めていま

す。 
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     図10-５ 物質別管理目標（使用量削減目標） 

 

 

オ 用途別の状況 

(ｱ) 使用量の状況 

平成19年度の用途別の使用量は、図10-６のとおりでした。「はんだ、合金、ｶﾞﾗｽなど」

及び「溶剤、塗料など」で、当該業種の使用量全体の23％を占めています。その他の用途で

使用量を大幅に削減する目標を掲げている事業所もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,507

2.5

5.5

121

264

639

861

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

その他

高分子、ゴム、プラスチックなど

燃料など

洗浄、界面活性剤など

めっき、表面処理など

溶剤・塗料など

はんだ、合金、ガラスなど

(ﾄﾝ/年)

 

図10-６ 用途別使用量 
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(ｲ) 管理目標（使用量削減目標）の達成状況 

平成19年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の達成状況は、表10-２のとおりでし

た。「溶剤、塗料など」、「洗浄、界面活性剤など」及び「燃料など」で目標を達成しまし

たが、使用量削減目標が最も大きい「めっき、表面処理など」では目標を達成しませんでし

た。 

 

   表10-２ 平成19年度用途別管理目標（使用量削減目標）の達成状況《使用量削減目標順》 

 平成19年度用途別管理目標（使用量削減

用途名 H

　①　めっき、表面処理など 20

　②　溶剤、塗料など 11

　③　洗浄、界面活性剤など 4.

　④　燃料など 0.

　●　その他 5.

 

 

 

 

 

目標）の達成状況《使用量削減目標順》

19削減目標 H19削減実績 達成状況

   トン／年 -11  トン／年 非達成

   トン／年 126  トン／年 達　成

2 トン／年 68  トン／年 達　成

24トン／年 1.3トン／年 達　成

8 トン／年 1430  トン／年 達　成

 

(ｳ) 管理目標（使用量削減目標）の設定状況 

平成20年度の用途別の管理目標（使用量削減目標）の設定状況は、図10-７のとおりです。

削減目標が最も大きい「洗浄、界面活性剤など」が、当該業種の削減目標全体の44％を占め

ています。 
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     図10-７ 用途別管理目標（使用量削減目標） 
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カ 取組内容別の状況 

平成20年度の取組内容別の管理目標（使用量削減目標）は、図10-８のとおりです。「使用

量及び使用計画の見直し」による削減が、当該業種の削減目標全体の58％を占めています。 
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 図10-８ 取組内容別管理目標（使用量削減目標） 
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４ 主な化学物質の用途と有害性 

今回の報告で、排出量が多かった化学物質の用途や有害性は次のとおりです。 

 

物質名 主な用途 人に対する有害性 

トルエン 合成原料（合成繊維、染料、

火薬（TNT）、香料、有機顔

料、可塑剤）、ガソリン成

分、溶剤（塗料、インキ） 

長期間にわたって体内に取り込んだ結果、運動障害

や記憶障害などの神経系の障害のほか、腎臓、肝臓

や血液への障害が認められます。シックハウス症候

群との関連も疑われています。 

キシレン 合成原料（テレフタル酸、染

料、有機顔料、香料、可塑

剤、医薬品）、ガソリン・灯

油成分、溶剤（塗料、農薬）

高濃度で、眼やのどなどに対する刺激性や、中枢神

経へ影響を与えることが報告されています。シック

ハウス症候群との関連も疑われています。 

エチルベンゼン 合成原料（スチレン）、溶剤 シックハウス症候群との関係が疑われています。 

塩化メチレン 洗浄剤（金属脱脂）、溶剤

（重合用）、エアゾール噴射

剤、インキ成分、ペイント剥

離剤 

高濃度で、吐き気、だるさ、めまい、しびれなどの

神経系の症状が報告されています。動物実験でがん

の発生率の増加が認められ、人に対する発がん性が

疑われています。 

1,3,5-トリメチル

ベンゼン 

合成原料（染料、紫外線安定

剤、医薬品）、ガソリン成

分、溶剤 

動物実験で眼や皮膚、呼吸器に対して刺激性がある

とされています。 

トリクロロエチレ

ン 

溶剤（染料、生ゴム、硫黄、

ピッチ、塗料）、洗浄剤（脱

脂、原毛用）、合成原料（代

替フロン）、農薬（殺虫剤）

高濃度で長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への

障害が認められることがあり、低濃度では頭痛、め

まい、眠気などの神経系への影響が現れることがあ

ります。動物実験でがんの発生率の増加が認めら

れ、人に対する発がん性が疑われています。 

ふっ化水素及びそ

の水溶性塩 

合成原料（フロン）、金属・

ガラスの表面処理剤（エッチ

ング剤）、半導体製造用エッ

チング剤 

継続的に飲み水によって体内に取り込む場合、

1.4mg/L以上で骨へのふっ素沈着の発生率や骨折リ

スクが増加すると報告されています。 

テトラクロロエチ

レン 

溶剤（ドライクリーニング、

医薬品、香料、塗料）、洗浄

剤（原毛用）、合成原料（代

替フロン） 

高濃度で長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への

障害が認められ、低濃度では頭痛、めまい、眠気な

どの神経系への影響が認められています。動物実験

で発がん性が認められ、人に対する発がん性が疑わ

れています。 

スチレン 合成樹脂原料（ポリスチレン

樹脂、合成ゴム、AS樹脂、

ABS樹脂、不飽和ポリエステ

ル樹脂、イオン交換樹脂） 

変異原性の作用の仕組み及び人で染色体異常が観察

されていることなどから、人への発がん性が疑われ

ています。シックハウス症候群との関連も疑われて

います。 

塩化メチル 合成原料（シリコーン樹脂、

ブチルゴム）、溶剤（医薬品

製造用、農薬製造用）、発泡

剤（発泡ポリスチレン用） 

変異原性試験で陽性を示す結果が報告されていま

す。 

出典 ： ｢PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック｣ 

｢化学物質ファクトシート 2007年度版｣ 
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